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国保危機
シリーズ⑤

市
川
三
郷
町
の

収支は黒字…でも

■ 国・県負担金
　�医療費などに対する補助金
■ その他交付金
　�社会保険支払基金などからの交付金
■ 一般会計法定分繰入金
　�法令に基づき一般会計から国保会計へ歳入補填するもの
■ 一般会計法定外繰入金
　�町独自の赤字を一般会計から国保会計へ歳入補填するもの

保険税 17％

国・県負担金 27％

その他交付金 38％

その他 1％

一般会計法定外繰入金 4％

一般会計
法定分繰入金 7％

前年度繰越金 6％

総務費 2％

保険給付費 69％

納付金など 27％

その他 1％

● 総務費
　�国保事業に関する一般事務費など
● 保険給付費
　�医療機関への支払いや高額療養費などの支払い
● 納付金など
　�退職者医療、後期高齢者医療、介護保険制度な
どに拠出しなければならない負担分

● 保険事業費
　�健康保持推進のための事業費

21億 3,614 万 6,361円
歳出 

保険事業費 1％

　決算収支で、歳入と歳出の差額は１億
2,913 万円の黒字で一見、健全運営に見え
ます。
　しかし、前年度繰越金や一般会計法定外
繰入金を除く、単年度の収支額でみると…。

歳入－歳出＝▲8,850 万円となり
赤字です

　市川三郷町の国保財政は、「単年度収支」
の赤字が続いています。では、なぜ赤字収支
となっているのでしょうか？

基金が底をついている国保財政
　右のグラフは、過去５年の「１人あた
りの医療費」と「国保税収納額」の推移
です。
　医療費は増え続ける一方、賄うべき保
険税収納は減少し、赤字財政が続いてい
ます。この赤字を補うために、財政調整
基金（以下、基金）を取り崩しながらしの
いできましたが、その基金も平成２１年
度末に底をつきました。
　基金は家庭で例えると『貯金』にあた
ります。その『貯金』が枯渇し、国保財
政は現在、危機的状況に陥っています。
　では、財源不足を補う基金が底をつい
た今、国保財政はどのようにやりくりさ
れているのでしょうか？
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1人あたりの医療費と、国保税収納額の推移

４
億

2,985
万

1,462
円

４
億

2,757
万

2,878
円

４
億

2,099
万

2,300
円

４
億
949
万
429
円

３
億

9,313
万

5,107
円

国保税収納額

1 人あたりの医療費

330,344円

335,466円

331,229円 333,912円

366,642円

　下のグラフは、平成 26 年度の市川三郷町国保事業の決算収支です。歳入
額から歳出額を差引くと、１億 2,913 万円の黒字になっています…。

 国保財政と医療費との関係

歳入合計 － 歳出合計 ＝ 1億 2,913万 1,418 円 の黒字に見えるけど…。

１ ピンチ！

ピンチ？

― 

ピ
ン
チ
!?
の
訳 

―

ピンチ！

22 億 6,527万7,779 円
歳入 

２

３
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　4月1日から使え
る新しい保険証は、
3月末までに世帯主
様あてに直接お渡し
する簡易書留で郵送
します。
　お手元に届きまし

たら記載内容と、国民健康保険に加入している方
全員分の保険証があるか確認をお願いします。
　今回は、医師、薬剤師にジェネリック医薬品の

希望を伝えやすくするための『ジェネリックお願
い保険証ケース』を各世帯に１枚同封します。ぜ
ひ活用下さい。

有効期限　平成 26年 --月 --日

記号番号　　12345-678　　　　　　　性別　男
氏　　名　　市川三郷　太郎
生年月日　　平成 17 年 10 月 1 日
世帯主氏名　　市川三郷　太郎
住　　所　　山梨県西八代郡市川三郷町市川大門 1790-3
資格取得日　　平成 17 年 10 月 1 日
交付年月日　　平成 26 年   4 月 1 日
　保険者番号　　123456
　保険者名　　市川三郷町

国民健康保険
被 保 険 者 証

やりくりは、一般会計から

　しかし、町全体の税収が落ち込む今、これ以上一般
会計の負担を増やすことは難しくなっています。町国
保として、法定外繰入金抑制の対応をしなければなり
ません。
　現在、被用者保険に加入している人も、定年退職な
どでいずれは国保に加入します。
　国保財政は町民全体の問題として、町民の皆さんに
考えていただく必要があります。
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過去５年の一般会計からの法定外繰入額

9,459万8千円

3,867万8千円

5,416万9千円

7,186万5千円

9,092万8千円

ピンチを減らすため
今、皆さんにできること

　市川三郷町の医療費上位の疾患は、腎不全が最も
多く、次いでその他の悪性新生物、統合失調症、高
血圧性疾患となっています。
　これらの病気の中には、予防が難しいものもあり
ますが、生活習慣病の改善によって予防できる病気
も含まれています。生活習慣病の発症や重症化を予
防できれば、医療費の増加を抑えることができ、法
定外繰入金を抑制できます。
４０歳から７４歳の国保加入者の方へ
健康づくりの第一歩！特定健診を受けましょう。
　町では生活習慣病予防の取り組みとして年に３回
集団健診を実施し、メタボリックシンドロームに着
目した「特定健診」を行っています。
　生活習慣病は、特に自覚症状がなく進行します。
だからこそ、病気が発症する前に要因を発見する特
定健診が重要です。特定健診では、メタボ該当者・
予備軍を発見し、適切な「特定保健指導」を実施し、
脳卒中や心筋梗塞、糖尿病合併症などの生活習慣病
を予防します。

　国保は特別会計で運営しています。そのため、歳出
に見合った財源を独自に確保することが望ましいとさ
れています。
　しかし、基金を使い切ってしまった今、町は町国保
の経営者として、一般会計から国保会計に予算を繰り
入れてでも、国保を維持しなければなりません。
　なぜなら、国保は地域の医療保険として「国民皆保
険」を支える、いわば「最後の砦」だからです。
　グラフからも分かるように、一般会計法定外繰入金
は年々増加し、平成２７年度には１億９千万円の繰り
入れが必要になると見込まれています。

　春の健診（市川地区）の申し込み期限は、３月２
日です。期限を過ぎても申し込みは可能ですので
申し込みがまだの方は、お早めに申し込み下さい。

この機会をお見逃しなく、健康保持に役立てて
将来の医療費削減に取り組みましょう。

３月は国民健康保険証の更新時期です

※ 『ジェネリックお願い保険証ケース』は各世帯 1 枚の配布です。加入者全員分を希望される方は町民課窓口までお願いします。

▶
今
回
お
送
り
す
る
『
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
お
願
い
保
険
証

ケ
ー
ス
』

国民健康保険の加入・喪失手続きを忘れていませんか？
　新たに職場などの健康保険に加入した場合や、
退職などにより今までの保険がなくなった場合、
１４日以内に加入・喪失手続きが必要になります。
忘れずに届出をしましょう。

■国保に加入するとき必要なもの 職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書、印鑑、マイナンバー

■国保をやめるとき必要なもの 職場の健康保険に加入したとき

国保と健康保険の保険証、印鑑、マイナンバー

ピンチ！４５

問町町民課国保年金係☎ 055-272-1105
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軽
自
動
車
税
― 

税
額
が
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わ
り
ま
す 

―

平
成
27
年
４
月
１
日

問
町
税
務
課
住
民
税
係
☎
０
５
５（
２
７
２
）１
１
０
４

乗
用
車

電気自動車等 税額を概ね７５％軽減
貨
物
車

電気自動車等 税額を概ね７５％軽減

Ｈ３２年度燃費基準
＋２０％達成車 税額を概ね５０％軽減 Ｈ２７年度燃費基準

＋３５％達成車 税額を概ね５０％軽減

Ｈ３２年度燃費基準
達成車 税額を概ね２５％軽減 Ｈ２７年度燃費基準

＋１５％達成車 税額を概ね２５％軽減

総排気量 660cc
以下の四輪車

乗用車
自家用 10,800 円

営業用 6,900 円

貨物車
自家用 5,000 円

営業用 3,800 円

総排気量 660cc 以下の三輪車 3,900 円

新税額の適用車両は
新車新規登録が平成２７年４月１日以降

●「電気自動車等」：電気自動車及び天然ガス自動車（ポスト新長期規制からNOx１０％低減）とする。
●ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成１７年排出ガス基準７５％低減達成車（★★★★）に限る。

区 分 ７５％軽減 ５０％軽減 ２５％軽減

総排気量 660cc
以下の四輪車

乗用車
自家用 2,700 円 5,400 円 8,100 円

営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円

貨物車
自家用 1,300 円 2,500 円 3,800 円

営業用 1,000 円 1,900 円 2,900 円

総排気量 660cc 以下の三輪車 1,000 円 2,000 円 3,000 円

軽課を適用した場合の税額 グリーン化特例（軽課税額）は、平成２８
年度のみ適用されます。

平成２７年４月１日前後に新車新規登録した車両の課税
平成２７年３月３１日に新車新規登録－平成２７年度の軽自動車税から「現行税額」で課税
平成２７年４月　１日に新車新規登録－平成２７年度の軽自動車税から上記表の「新税額」で課税
平成２７年４月　２日に新車新規登録－平成２７年度の軽自動車税は課税されません
　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度の軽自動車税は「新税額」で課税

新税額

新税額は平成２８年度のみ
グリーン化特例（軽課）が

適用されます

軽課対象車と軽減割合

　平成２７年度（平成２７年４月１日から平成２８年３
月３１日まで）に新車新規登録をした三輪以上の軽
自動車は、燃費性能に応じたグリーン化特例（軽課）
で、軽自動車税が軽減されます。

　

軽
自
動
車
と
小
型
普
通
自
動
車
と
の
税
負
担

格
差
を
見
直
す
、
国
の
税
制
改
正
に
お
い
て
軽

自
動
車
税
の
引
き
上
げ
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
を
踏
ま
え
、
町
で
は
軽
自
動
車
税

の
税
額
を
変
更
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
軽
自
動
車
税
は
、
お
持
ち
の

軽
自
動
車
の
新
車
新
規
登
録
日
に
よ
り
税
額
が

変
わ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。
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総排気量 660cc
以下の四輪車

乗用車
自家用 7,200 円

営業用 5,500 円

貨物車
自家用 4,000 円

営業用 3,000 円

総排気量 660cc 以下の三輪車 3,100 円

総排気量 660cc
以下の四輪車

乗用車
自家用 12,900 円

営業用 8,200 円

貨物車
自家用 6,000 円

営業用 4,500 円

総排気量 660cc 以下の三輪車 4,600 円

現行税額の適用車両は
新車新規登録が平成１５年１月以降

平成２７年３月３１日以前

重課税額の適用車両は
新車新規登録が平成１４年１２月以前

区 分 平成２８年度からの新税額 今までの税額

原動機付自転車

ミニカーを除く、排気量 50cc 以下 2,000  円 1,000  円

排気量 50cc を超え 90cc 以下 2,000  円 1,200  円

排気量 90cc を超え 125cc 以下 2,400  円 1,600  円

排気量 50cc 以下のミニカー 3,700  円 2,500  円

二輪の軽自動車 排気量 125cc を超え 250cc 以下 3,600  円 2,400  円

二輪の小型自動車 排気量 250cc を超える 6,000  円 4,000  円

小型特殊自動車
農耕作業用 2,400  円 1,600  円

その他（フォークリフトなど） 5,900  円 4,700  円

原動機付自転車（原付）や二輪車なども新税額に変わります
購入や登録の時期にかかわらず平成２８年度から、すべての車両に新税額が適用

現行税額重課税額
平
成
14
年
12
月

【山梨】　新規検査　平成２７年度燃費基準２０％向上達成車　平成１２年騒音規制者  近接廃棄騒音規制値９７ｄＢ  マフラ
ー加速騒音規制適用車 ＊ ＊

【２７年度税制】　平成２７年６月２９日　新規検査　７５％減税措置済み ＊
【自動車重量税額】　￥1,200　本則税率適用 ＊ ＊

月年 日
月年 日

月年 日

月年 日

有効期間の満了する日

平成

氏名又は名称

使用者住所に同じ

使用者に同じ

山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１７９０－３

使用者住所に同じ

所
有
者 住　　　　所

使用の本拠の位置

住　　　　所

氏名又は名称

11111

339
型式指定番号

kg470

後　軸　重前　軸　重燃料の種類

Ｌ0.65

種別区分番号

Ｇ１１Ａ

原動機の型式車　　　　　　　名

車　　　　台　　　　番　　　　号

ＡＢＣ－ＤＥ９９Ｆ ガソリン

cm189cm147kg1300kg900kg350

年 自家用貨物軽自動車

軽自動車検査協会

27 月
平成

5年 27○日 バン
長　　さ 幅車　両　総　重　量車両重量最大積載量乗車定員

総排気量又は定格出力型　　　　　式

車　体　の　形　状用　　途自動車の種別 自家用・事業用の別交　　付　　年　　月　　日

４８０ １２３４山梨 あ

ＡＢ００Ｃ－１２３４５６

自　動　車　検　査　証
車　　　両　　　番　　　号 初度検査年月

高　　さ

平成
5月

27 月平成 5年 ○日

人2 cm

2222○○○○ kg430

市川三郷町使
用
者

27 月5年 ○日

備　考

車検証で初度検査年月と軽課対象車の確認方法
● 平成２８年度から重課税対象となる車両は、

初度検査年月欄の日が「平成１４年」以前の
車両です。

● 初めて車両番号の指定を受けた年月とは、自
動車検査証の初度検査年月と一致します。

● 平成１５年１０月１４日より前は、自動車検
査証の初度検査年月欄には具体的な月の表記
がある場合とない場合があります。そのため、
平成１５年１０月１４日より前に初めて車両
番号の指定を受けた車両は、初めて車両番号
の指定を受けた年の１２月を初度検査年月と
みなします。

新車新規登録年月は
ココをcheck!

グリーン化特例適用基準は
ココをcheck!

初度検査年月が平成２７年５月�＝�新税額が適用

用途欄が貨物で自家用車�＝�軽貨物車で自家用車

備考欄に平成２７年度燃費基準２０％向上達成車�＝��Ｈ２７年度燃費基準＋１５％達成車に該当するので２５％軽減

Ｑ．では、この車の平成２８年度の税額は？ 平成２８年度の税額は
3,800 円になります。

注
意
!!

軽自動車の税額は４月から大幅に変更になります。自宅などにある乗らなくなった軽自動車やバイ
クなどがありましたら３月中に廃車手続きをして下さい。

●新車新規登録 -自動車車検証の「初度検査年月」
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平
成
20
年
４
月
よ
り
運
行
を
開
始
し

た
市
川
三
郷
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
六

郷
線
は
、
お
か
げ
さ
ま
で
８
年
目
を
迎

え
、
延
べ
６
万
３
千
人
以
上
の
方
に
ご

乗
車
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
つ
む
ぎ
ぽ
ん
ぽ
ん
号

は
、
利
用
者
の
利
便
性
を
考
慮
し
た
車

両
に
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
す
。

　

新
し
い
車
両
は
、
白
色
を
基
調
と
し

た
車
体
に
、
旧
車
両
同
様
、
市
川
三
郷

レ
ン
ジ
ャ
ー
を
ラ
ッ
ピ
ン
グ
し
ま
し

た
。
ま
た
、
車
椅
子
に
対
応
し
た
リ
フ

ト
を
装
備
し
、
車
椅
子
の
ま
ま
ご
乗
車

い
た
だ
け
る
機
能
も
そ
な
え
て
お
り
、

多
く
の
方
に
安
全
に
ご
乗
車
い
た
だ
け

る
仕
様
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

２
月
18
日
に
は
、
六
郷
庁
舎
前
で

出
発
式
を
行
い
、
新
車
両
が
お
披
露

目
さ
れ
ま
し
た
。
式
に
は
ひ
ま
わ
り
・

定
林
寺
立
正
保

育
園
の
園
児
を

招
き
、
テ
ー
プ

カ
ッ
ト
を
行
い

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

を
祝
い
ま
し
た
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
し
た
つ
む
ぎ

ぽ
ん
ぽ
ん
号
は
、

２
月
19
日
よ
り

運
行
を
開
始
し

て
い
ま
す
。
多

く
の
方
の
ご
利

用
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

～
平
成
28
年
度
交
通
災
害
共
済
申
込
の

受
付
が
始
ま
り
ま
し
た
～

　

交
通
災
害
共
済
は
、
加
入
者
が
交

通
事
故
に
よ
る
災
害
に
あ
っ
た
場
合

に
、
被
害
の
程
度
に
よ
っ
て
見
舞
金

を
お
支
払
い
す
る
相
互
救
済
の
制
度

で
す
。

【
加
入
資
格
】
市
川
三
郷
町
に
住
所
を

有
し
、
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
方
。

※
学
生
の
方
は
、
住
民
票
が
な
く
て
も
加

入
で
き
ま
す

【
共
済
掛
金
】
１
人
に
つ
き
年
額

５
０
０
円

【
申
し
込
み
方
法
】
交
通
災
害
共
済
加

入
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

掛
金
を
添
え
て
、
３
月
31
日
㈭
ま
で

に
、
取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
役
場
（
本

庁
舎
・
支
所
）
へ
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

※
加
入
申
込
書
は
２
月
中
旬
に
各
世
帯
へ

郵
送
済
で
す

※
申
し
込
み
期
日
を
過
ぎ
た
加
入
も
可
能

で
す
が
、
掛
金
は
同
額
で
す

【
共
済
期
間
】
平
成
28
年
４
月
１
日
～

平
成
29
年
３
月
31
日

※
中
途
加
入
の
場
合
は
、
支
払
い
を
し
た

日
の
翌
日
か
ら
平
成
29
年
３
月
31
日

問
町
総
務
課
防
災
防
犯
係

☎
０
５
５（
２
７
２
）１
１
０
２

交
通
災
害
共
済
に

加
入
し
ま
し
ょ
う
！

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た

つ
む
ぎ
ぽ
ん
ぽ
ん
号

▶
皆
で
テ
ー
プ
カ
ッ
ト

を
行
い
祝
い
ま
し
た

▲リニューアルしたつむぎぽんぽん号

結
婚
す
ば
ら
し
い
ご
家
庭
を

両

人

の

氏

名

誕
生

氏
　
名

届
出
人

地
　
域

元
気
に
育
っ
て
ね

※
本
人
・
ご
家
族
の
申
し
出
が
あ
っ
た
も
の
の
み
掲
載

１月届出分
（敬称略）

お
く
や
み

お
め
で
た
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  受付期間

３月10日木まで

臨時職員等登録者追加募集
　町では、平成２８年度に臨時職員などで仕事を希望する方の登録
を行っています。追加募集を行いますので、登録を希望する方は、
下記によりお申し込み下さい。
　なお、町の臨時職員等の採用は、この制度に事前に登録していた
だいた中から必要に応じ選考で決定するもので、任用を約束したも
のではありませんのでご了承下さい。問町総務課庶務係 ☎ 055-272-1102

【
職
務
内
容
】
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
業
務
（
高
齢
者
の
相
談
支

援
や
訪
問
、
介
護
予
防
教
室
開

催
な
ど
）

【
応
募
条
件
】
保
健
師
ま
た
は

正
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
方

【
職
務
内
容
】
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
業
務
（
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
関
す
る
業

務
、
相
談
支
援
業
務
な
ど
）

【
応
募
条
件
】
介
護
支
援
専
門

員（
実
務
経
験
の
あ
る
方
）及
び

正
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
方

【
勤
務
地
】
六
郷
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
（
予
定
）

【
勤
務
時
間
】
▽
週
３
日
（
火
・

水
・
木
）
午
前
10
時
～
午
後
２
時

【
応
募
条
件
】
不
問
（
子
育
て

に
か
か
る
深
い
知
識
と
豊
か
な

経
験
を
持
ち
熱
意
と
関
心
の
あ

る
方
）

【
勤
務
地
】
町
内
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ

【
勤
務
時
間
】
▽
平
日
（
午
後

３
時
～
午
後
６
時
）
▽
長
期
休

み
期
間
中
（
午
前
９
時
～
午
後

６
時
）

【
応
募
条
件
】
不
問
（
子
育
て

に
か
か
る
深
い
知
識
と
豊
か
な

経
験
を
持
ち
熱
意
と
関
心
の
あ

る
方
）

【
職
務
内
容
】
保
育
所
で
の
保

育
業
務

【
勤
務
地
】
町
内
町
立
保
育
所

【
応
募
条
件
】
▽
保
育
士
有
資

格
者
（
見
込
み
）
▽
幼
児
の
保

育
業
務
の
た
め
、
あ
る
程
度
体

力
が
必
要
▽
ピ
ア
ノ
演
奏
（
バ

イ
エ
ル
下
巻
程
度
）

【
職
務
内
容
】
公
民
館
事
業
の

企
画
運
営
、
団
体
サ
ー
ク
ル
の

指
導
助
言
、公
民
館
管
理
、そ
の

他
公
民
館
の
実
情
に
よ
る
業
務

【
勤
務
地
】
大
同
地
区
公
民
館

【
応
募
条
件
】
▽
地
域
に
精
通

し
て
い
る
こ
と
▽
パ
ソ
コ
ン
の

基
本
操
作
が
で
き
る
▽
一
般
事

務
や
会
計
処
理
事
務
が
で
き
る

【
職
務
内
容
】
道
路
や
河
川
な

ど
の
維
持
管
理
作
業

【
勤
務
地
】
町
役
場
本
庁
舎
（
作

業
現
場
は
市
川
三
郷
町
内
）

【
応
募
条
件
】
不
問
（
現
場
で

の
作
業
を
行
う
た
め
、
あ
る
程

度
体
力
が
必
要
）

【
応
募
条
件
】
給
水
装
置
工
事

主
任
技
術
者
免
許
を
有
す
る
方

-

採
用
方
法-

　

各
所
属
に
お
い
て
必
要
に
応

じ
登
録
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
審

査
（
書
類
審
査
、
面
接
）
を
実
施

し
ま
す
。

-

申
込
対
象-

　

満
18
歳
以
上
64
歳
以
下
の
方

（
平
成
28
年
４
月
１
日
現
在
）

-

勤
務
条
件-

【
任
用
期
間
】
平
成
28
年
４
月

１
日
か
ら
平
成
29
年
３
月
31
日

の
間（
期
間
は
６
カ
月
の
範
囲
内
）

で
、
最
長
６
カ
月
の
期
間
を
延

長
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
勤
務
日
】
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
の
週
５
日
以
内
の
勤
務

【
勤
務
時
間
】
原
則
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分

【
賃
金
等
待
遇
】
町
臨
時
職
員

取
扱
規
程
等
を
適
用

-

受
付
期
間-

　

平
成
28
年
３
月
10
日
㈭
ま
で

-

申
込
方
法-

　

本
町
指
定
の
履
歴
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
写
真
を
貼
付
の
う

え
、
役
場
総
務
課
庶
務
係
ま
で
お

申
し
込
み
下
さ
い
（
郵
送
可
）。

提
出
さ
れ
た
履
歴
書
は
返
却
い
た

し
ま
せ
ん
。
指
定
の
履
歴
書
は
町

総
務
課
で
お
渡
し
し
て
お
り
ま
す

が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

-

登
録
有
効
期
限-

　

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
29
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

道
路
・
河
川
の
補
修
作
業
員

保
育
士

放
課
後
児
童
指
導
員

公
民
館
主
事

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
指
導
員

保
健
師
ま
た
は
看
護
師

介
護
支
援
専
門
員

水
道
施
設
維
持
管
理
作
業
員

死
亡

氏
　
名

届
出
人

地
　
域

 

お
悔
や
み
申
し
あ
げ
ま
す
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